
0南風原町県夕階栃磧に関する助成金交付要綱

平虎5年8月27日教育委員会要綱第3号

"口元年8月27日教育委員会要綱第3号

南風原町県外等新磧に関する助成金交付要綱

趣旨)

第1条この要綱は、沖縄振興特別推進市畊寸交付金交付要綱(平成24年5月7日企市第324

号)に定めるもののほか、南風原町県外等新誼に関する助成金(以下「助成金」という。)

の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

働成の刻象)

第2条南風呼、町内に在イ主する小学生・中学生(以下「児童・生徒という。)及びそれを引

率する指導者(町内在イ主又は在勤者に限る。)並びに1也域青年会等が運動競技及ひ文イ踊動

参加のため県外等^慮される場合に、当該,鑓が次の各号のいずれかに該当するときは、

予算の食遜内において助成金を交イ寸するものとする。ただし、町の各種大会への選手沙鑓費

の補助と重複しては交付しない。

(1)}重動競技は、"緜尾県教育委員会若しくは"緜肌体育協会又は日本スポーツ協会加盟競

技団体が主イ崔又は判崔する大会のπ瀬によりり障宣又は推薦されるもの

(2)水泳や陸上競技等においては、標準乱擬を上回り、新電宣又は推薦されるもの

(3)刈採尾県選抜チームの一員として,體又は推薦されるもの

(4)文イヒ活動は、文化的教育活動の鼎t表として浦宣されるもの

(5)その他町長が特に必要と認めたもの

働成の人鵜

第3条派貴人員は、大会要項に基づく登録メンバーを刻象とする。 ー.ーー

2 1旨導者'については、 2人を1艮!亥とする。ただし、児童・生徒が10人以内の場合は1人とす

る。

働成の回魏

第4条前条の規定により栃弓宣又は推薦される個人への助成は、原則として当該年度1回を限

度とする。ただし、当該大会で優秀な成績を収め、上イ立大会に訪誼又は推薦される場合は、

この限りではない。

働成金の算出)

第5条第2条の規定に基づき、助成の対象となる経費及び助成金の額は、次の各号により算

出する。

(1)助成の刻象となる経費似下「助成対叡怒土費」という。)は、到着空港及U惜への往

復運員壬とする。ただし、栃磧団体等からの助成金等がある場合は、その助厄纐を控除した

額を助成刻象経費とする。

(2)助成金の額は、予算の範囲内で助成刻象経費の5割以内とする。

(3)運賃は、最も経済的な通常の経路及びが去によるものでなけれぱならない。

働成金の交付申請)

第6条助成金の交付を受けようとする者似下坤請者」という。)は、南風原町県夕階派

遣助成金交付申請書(1洗嚇1号)を町長に大会等の7日前までに提出しなければならない。

2 南風原町県外等新暄助成金交付申請書のほか、次に掲げる書類を淵寸するものとする。

(1)主催団体からの学校長等宛の派宣推薦文書

改正



(2)派貴される大会の要項

(3)大会本音"等~提出した登録メンバー表

(4)引率者名簿(イ主戸折、氏名、年齡、生年月日、役職名、醋暢の所在地等)

(5)物誼に至った大会の要項及び成績表

(6)旅行社力§作成した渡航日程表及び見積書明細

(フ)その他必要とされる書類

働成金の交付决定)

第7条町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査して助成金の交付の可否を決定し、

南風原町県列等新誼助成金交付决定御下)通知書(1拓嚇2別により申請者に通失ける

ものとする。

働成金の交付)

第8条前条の規定により交付が決定したときは、交イ寸快超臣知書に基づき助成金を交イ寸する
ものとする。

侠績報告書の提脚

第9条前条の規定により助成金の交付を受けた者は、当該事業終了後速やかに南風原町県外
等新誼助成金に係る実徹晧書(オ羨式第3号)及て暖領書(1獄第4号)及び領収証停)
を町長に提出しなければならない。

働成金の遍量)

第10条助成金の交付を受けた者が、その目的外の使用又は偽り等の不正な手段により助成金
の交付の決定を受けたときは、町長は、交イ寸決定を取り消すとともに、既に交付した助成金

の全部又は・」き"を返還させることができる。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平虎5年7月5日から適用する。

附則(令泙口元年8月27日孝§委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の南風原町県列等派宣に関する助成金交付要綱の

ま聢は、平慶1年4月1日から適用する。

附則('令手口7年9月5日孝々^綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の南風原町県列等派遣に関する助成金交付要綱の

規定は、令手口7年4月1日からm巍する。


